
 

 

 

 

 

 

 

2024 №007 

令和７年１月１７日 

ＳＮＳ型ロマンス詐欺に関する注意喚起ついて 

～大仙警察署からの情報提供です～ 

 

大仙警察署からSNS型ロマンス詐欺被害防止についてのお願いです。 

 大仙市に住む60代男性は、マッチングアプリ上で女性を自称する人物からメッセージ

が届き、LINEでやりとりするようになりました。 

 相手から「Tiktok」という名称のショッピングサイトの経営を勧められ、相手に親近

感を抱いていたことから信用し、サイトを開設しました。 

 「Tiktokサポート」を名乗る者からLINEで商品の仕入費用を名目に現金を振り込むよ

うに依頼され、昨年８月下旬から10月26日までに複数回にわたり、現金約300万円を振り

込みました。 

 その後、収益を引き出すため相手に連絡したところ、「契約違反があった。罰金を払っ

てもらう。」などと言われ、弁護士に相談したところ、詐欺被害に遭ったことに気がつき

ました。 

 SNSを通じて知り合った相手は、恋愛感情を抱かせた上で現金を要求してきます。 

 相手からお金の話をされたら詐欺を疑い、現金を振り込む前に警察に相談してくださ

い。 
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